
担当課

健康課

保険医療課

生活・環境課

こども未来課

おたふくかぜ(任意）
１歳～就学年齢前のお子さんが、市内の指定医療機関で接種される場

合、接種費用の2分の1を助成します。（上限3,000円)

保育料の軽減

同一世帯から２人以上の未就学のお子さんが、同時に認定こども園など

の施設に入園(入所）または利用している場合、上から２人目のお子さん

は基準額の1/2の額、３人目は無料に軽減します。

未就園児のお子さんと保護者が、情報交換や仲間づくりなど、気軽に交

流できる場所です。認定こども園等に設置されており、子育ての不安や

悩みなどについて、保育士が相談に応じます。

地域子育て支援センター

高校生等通学費の助成

インフルエンザ予防接種

(任意）

１歳～中学３年生までのお子さんが、市内の指定医療機関で接種される

場合、接種費用の2分の1を助成します。（上限2,000円）

高等学校就学準備等

支援

中学校卒業後の進学等に要する保護者の経済的負担を軽減するため、中

学3年生の子ども一人当たり3万円を給付します。

母子家庭等・父子家庭

の医療費助成

ひとり親家庭等の保険診療にかかる自己負担を助成します。

（所得制限あり）

チャイルドシート等

購入補助金

６歳未満のお子さんを養育されている方に、１人のお子さんに対しチャ

イルドシート１台の購入を補助します。

(購入金額の1/4　最大3,000円）

留守家庭児童教室

市内全小学校区で、放課後、長期休業日に、勤労等で保護者が昼間不在

の児童に対し、留守家庭児童教室を開いています。高学年については、

定員に空きのある教室に限って利用できます。（土曜日は一箇所のみ開

設）

市内在住で公共交通機関（通学定期券）を利用して、高校等に通学して

いる生徒の交通費を助成します。（１年ごと最大１万円）

病気またはけがの回復期にあたり、集団保育は困難で、かつ、保護者が

勤務・疾病等により家庭での保育が困難な小学6年生までの児童を一時

的に保育します。（こまの認定こども園にて実施）

病児・病後児保育

かいづっこ

ハピハピ給付金

令和6年4月1日以降に子どもが生まれた世帯に、子ども一人あたり

20万円を給付します。

子育てエンJOY

クーポン交付

保育所等に通っていない、生後1か月半から3歳に達する日の属する月の

末日までの間にある児童に対し、一人当たり最大15回分のクーポンを配

布します。

母子保健教室

妊娠、出産、育児に関する知識の普及を図り、こどもの発達、発育と健

康増進を目指すとともに、不安の軽減と豊かな親子関係づくりを支援

し、さらには保護者同士のコミュニケーションの場とすることを目的

に、パパママ学級・ベビママ教室・離乳食学級・１歳児教室・２歳児教

室を実施します。

妊婦健診
妊娠期の健康管理の充実と経済的負担の軽減を図るため、

妊婦健康診査・妊婦歯科健診を実施します。

妊娠～子育て
事業名 内容

乳幼児等医療費助成
０歳から１８歳到達後初めて迎える３月３１日までのお子さんを対象

に、保険診療にかかる自己負担額の一部を助成します。

産救サポート119

妊娠や出産に関する情報を事前に登録しておくことで、緊急時、ためら

わず救急車を呼べるような体制をつくり、より迅速に医療機関へ搬送で

きるようにします。

産後ケア
出産後、育児等の支援が必要な母子を対象に助産師等が心身のケアや育

児のサポート等きめ細やかな支援を実施します。

産婦健診
産後のうつ予防など出産後の初期段階における母子に対する支援を強化

し、産後2週間及び１か月の産婦健診費用の一部を助成します。

新生児聴覚検査の助成
赤ちゃんの耳の聞こえを確認し、早い段階で適切な支援につながるよ

う、聴覚検査費用の一部を助成します。

養育医療費の助成
養育のため入院することを必要とする未熟児に対し、養育医療に要する

費用を支給します。

母子保健相談・訪問等

こどもの発育・発達、母親の育児不安等において支援が必要な方や希望

者に対し、個別に相談を行うことにより、親子がともに健やかな生活が

送れるよう、育児相談・歯みがき相談・妊婦相談・母乳相談・家庭訪問

を実施します。

未就園児を対象とした

認定こども園での一時

預かり

保護者が冠婚葬祭や育児疲れなどの理由により、家庭での保育が一時的

に困難となった子どもについて、主として昼間、認定こども園等で一時

的に預かります。

満3歳児幼稚部受入
満３歳の誕生日を迎えた翌月から、認定こども園（幼稚部）に入園で

き、保育料が無料となります。

乳幼児健診
乳幼児の病気の予防と早期発見、及び健康の保持・増進、さらに親子の

心身の健康支援を目的に、乳幼児健診を実施します。

延長保育
保育認定を受けた子どもについて、認定こども園等で、通常の保育時間

を超えて、延長して保育を実施します。

認定こども園幼稚部に

おける在園児を対象と

した一時預かり

通常の教育時間の前後や長期休業期間中などに、保護者の要請に応じて

希望者を対象に預かり保育を実施します。


